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●令和５年４月から太陽光発電設備に係る林地開発許可制度が変わります 

森林で土や石を掘り出したり、林地以外に転用

するなど土地の形質を変える開発行為は、森林の

働きが損なわれるおそれがあるため、地域森林計

画対象の民有林（国有林以外の森林のこと）にお

いて１ｈａを超えて開発する場合、知事の許可が

必要となっています。 

 許可にあたっては、森林の持つ①災害を防ぐ働

き、②水源をかん養する働き、③水害を防ぐ働き、

④日常生活の環境を守る働き― への影響がな

いよう、審査しています。 

 なお、令和５年４月から、太陽光発電設備を設

置する場合、その面積が０．５ｈa を超えるもの

は、都道府県知事の許可が必要となりました。 

 詳しくは、右のパンフレットをご覧ください。 

 

●伐採届出制度の提出書類が増えています 

令和４年４月から制度が変更され、伐採計画と

造林計画を届け出ることになり、それぞれに実施後の状況報告が必要となりました。また、

本人確認や登記簿、隣接者との境界確認証明等の添付書類が増えていますので、ご留意を

お願いいたします。詳しくは最寄りの市町村林務担当窓口へお問い合わせください。 

 

●令和６年度に市町村森林整備計画が更新されます 

 令和５年度は、県の千曲川上流地域森林計画の編成調査に併せ、令和６年４月から令和

11 年３月までの５カ年の市町村森林整備計画も編成されます。 

森林・林業のマスタープランとなるもので、将来の市町村の森林ビジョンを示す計画と

なり、上記伐採届の適正審査の基準となる計画です。仮に伐採届地が「特に効率的な施業

が可能な区域」だとしても、届出者が必ず再造林しなければならない訳ではなく、市町村

によっては森林経営管理権を譲っていただき、市町村が再造林するケースもあります。 

 

●森林経営管理制度による意向調査が始まっています 

平成 31 年度から森林経営管理制度がスタートし、各市町村で森林管理権を市町村等へ任せ

るかどうかの意向調査が行われています。説明会や説明資料が同封されていますが、ご理

解の上、所有されている森林の管理について、ご検討ください。詳しくは最寄りの市町村

林務担当窓口へお問い合わせください。 
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